
 事　　　務　　　連　　　絡　

                                                       令和５年（2023年）８月31日

 

 　各専門研修基幹施設

 　医師派遣事務ご担当者　様

 

 北海道保健福祉部地域医療推進局　

 地域医療課医師確保担当課長　

 

 　　　令和５年度（2023年度）指導医派遣事業の実施予定について

 　平素より、北海道の専門研修体制の整備に御尽力いただき、厚くお礼申し上げます。

　さて、平成30年度から新たな専門医制度が開始となり、道では、北海道の専門研修体制の

 構築のため、指導医派遣に係る補助事業を実施しているところです。

　本事業は、国庫補助事業「専門医認定支援事業」を活用することとしており、厚生労働省

 から令和５年度の事業内容について連絡がありました。

　つきましては、道ホームページに掲載されている国の要綱等を御確認いただき、活用が可

 能な医療機関におかれましては、次のとおり御提出をお願いします。

 記

１　事業内容                     

     別紙のとおり（国の要綱のうち道が実施する予定の事業）

２　関係資料等 

 　(1) 専門医認定支援事業実施要綱（厚生労働省）※変更なし

　(2) 令和５年度専門医認定支援事業の審査にかかる考え方（抄）（厚生労働省） 

 　(3) 二次医療圏別人口１０万人当たり医師数一覧表

 　(4) 別紙様式

 　(5) 参考資料「医療施設運営費等補助金及び中毒情報基盤整備事業費補助金交付要綱

　　（専門医認定支援事業関係抜粋）（厚生労働省）【令和４年度交付要綱】」 

３　関係資料等掲載場所 

     https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/cis/125472.html

４　提出様式及び期日 

　　事業実施予定の医療機関におかれましては、上記２(4)別紙様式を９月14日（木）まで 

 　に下記担当あてメールにより御提出ください。

 　　なお、御不明な点につきましては、担当まで御連絡ください。

５　留意事項 

（１）派遣対象者となる「指導医」は、各専門研修に規定される「専門研修指導医」の基準 

　　を満たしている医師になります。いわゆる「上級医」は対象となりません。 

 （２）上記２(5)の医療施設運営費等補助金及び中毒情報基盤整備事業費補助金交付要綱に

 　　記載の基準額については、今後変更となる可能性があります。

 　

 　　　　　　　　　　　　　　　担　当：臨床研修係　中住

                               ＴＥＬ：011-231-4111（内線25-412）

                                       011-206-6364（直通）

 　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ：011-232-4472

                               E-mail：nakazumi.mitsuhiro@pref.hokkaido.lg.jp



 別紙

１　国庫補助事業名 医療施設運営費等補助金及び中毒情報基盤整備事業費補助金

２　補助事業の内容 　医師不足地域の研修医療機関において、地域医療に配慮した

形で専門医研修を促進するため、以下に示すいずれかの手法で

 指導医の派遣等を行う。

 （１）都道府県の調整等の下で行われる指導医の派遣

 （２）都道府県の調整等の下で行われる指導医による出張指導

 ３　補助対象経費 　指導医の派遣及び出張指導に必要な次に掲げる経費

   職員基本給

 　職員諸手当

 　非常勤職員手当

 　諸謝金

 　旅費

 　社会保険料

４　基準額※ 　１か所当たり　3,200千円                 

 　（産科・小児科の場合）　

  １か所当たり　4,600千円 

 

　なお、事業期間が１年に満たない場合は、基準額×事業月数

 ／12とします。

５　補助率 １／２以内

   ※「４　基準額」については、国事務連絡を基に記載しておりますが、今後変更となる 

　　可能性があります。


